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平成１８年度地方債計画

平成１８年度の地方債計画は、地方財源の不足に対

処するための措置を講じるとともに、引き続き厳し

い地方財政の状況の下で、地方公共団体が、行政改

革と財政の健全化を図り、当面する諸課題に重点

的・効率的に対処することができるよう、公的資金

の重点化と地方債資金の市場化を一層推進しつつ、

所要の地方債資金の確保を図ることとして策定され

た。

上記の方針に基づいて策定された結果、平成１８年

度の地方債の総額は１３兆９,４６６億円となり、前年度に

比べて１兆５,９００億円、１０.２％の減となった。

このうち、普通会計分は１０兆８,１７４億円で、前年度

に比べて１兆４,４４５億円、１１.８％の減（臨時財政対

策債及び減税補てん債を除いた場合は、７兆４,５８２億

円で、前年度に比べて１兆２２３億円、１２.１％減）と

なった。

さらに、普通会計分を通常分、特別分（臨時財政

対策債、減税補てん債、財源対策債、退職手当債及

び調整（不交付団体分））の区分別に見ると、通常分

は５兆５,４３２億円で、前年度に比べ１兆１,７７３億円、

１７.５％の減となっており、特別分は５兆２,７４２億円

で、前年度に比べて２,６７２億円、４.８％の減となっ

た。

なお、公営企業会計等分は３兆１,２９２億円で、前年

度に比べて１,４５５億円、４.４％の減となった。

（１）国庫補助負担金改革における施設費の一般財源

化に伴う措置等

施設費に係る国庫補助負担金の一般財源化を踏ま

え、地方公共団体において引き続き必要な施設整備

事業を円滑に実施できるよう、施設整備事業（一般

財源化分）７００億円が計上された。

（２）行政改革の促進に寄与する地方債の発行

①退職手当債

団塊の世代の大量定年退職等に伴う退職手当の

大幅な増加に対処しつつ、将来の人件費の削減に

取り組む地方公共団体を対象に、地方財政法第５

条の特例として退職手当債を措置することとし、

２,６００億円が計上された。

②行政改革推進債

集中改革プラン等に基づき数値目標を設定・公

表して計画的に行政改革を推進し、財政の健全化

に取り組んでいる団体が、必要な公共施設等の整

備事業を円滑に実施することができるよう、当該

事業に係る通常の地方債に加え、行政改革の取組

により将来の財政負担の軽減が見込まれる範囲内

において、さらに行政改革推進債を充当すること

ができることとし、３,０００億円が計上された。

（３）合併特例事業の推進

「市町村の合併の特例に関する法律（合併旧法）」

の下で合併した市町村を支援するため、合併市町村

が公共施設の整備等を計画的に実施できるよう、そ

の所要額が確保された。

また、「市町村の合併の特例等に関する法律（合併

新法）」の下における市町村合併に必要な公共施設の

特色

概況

策定方針

平成１８年度地方債計画及び
府内市町村の地方債同意等の状況

大阪府総務部市町村課（問い合わせ：０６－６９４１－０３５１（内線２２１６））

00自治大阪2007.10月号  07.10.10 5:26 PM  ページ 20



21自治大阪 ／ 2007 － 10

整備等を支援することとし、新たに所要額が計上さ

れた。

（４）地方公営企業による生活関連社会資本の整備の

推進

上・下水道、交通、病院等住民生活に密接に関連

した社会資本の整備を着実に推進することとし、事

業の実施状況等を踏まえ、その所要額が確保された。

なお、下水道事業における地方財政措置の見直しに

伴い、従来の元利償還金に対する財政措置と見直し

後の財政措置との差額について、公営企業債を措置

することとされた。

（５）公営企業借換債の確保

公営企業借換債について資本費負担の著しく高い

一定の公営企業に対する借換債（従来分）が確保さ

れるとともに、平成１８年度の臨時特例分として、別

途高金利の一定の公営企業債（公営公庫資金）につ

いて借換債を措置することとし、公営企業借換債の

計画額について前年度同額が確保された。

（６）地方債協議制度への移行に伴う見直し

平成１８年度からの地方債協議制度への移行を踏ま

え、従来の特定資金枠外債（国の予算等に基づく貸

付金を財源とするもの）等について同意（許可）を

予定する地方債として地方債計画に表記するととも

に、事業区分について所要の見直しが行われた。

（７）アスベストの除去への対応

地方公共団体が行う公共施設等に係るアスベスト

の除去の円滑かつ速やかな実施の推進を図るため、

アスベストの除去に要する経費については地方財政

法第５条に該当しないものについても特例として地

方債の対象とすることができることとするなど必要

な措置が講じられた。

府内市町村（大阪市、堺市等を除く）に
おける地方債同意等の状況

府内市町村（大阪市、堺市、堺市高石市消防組合、

南河内清掃施設組合を除く。以下同じ。）の平成１８

年度地方債同意または許可額（以下「地方債同意等

額」という。）は２,０２８億６,０８０万円（国の予算等貸付

金債２億６,７３０万円を含む）で、前年度に比べ３４億

１,７４０万円、１.７％増と対前年度を上回った。

これを地方債計画上の主な項目別に見ると、一般

会計債６１６億１,３７０万円（前年度比５４億６,８３０万円、

９.７％増）、公営企業債７３４億４,５９０万円（同２８億８２０

万円、４.０％増）、減税補てん債７２億５,３１０万円（同

１９億８,０３０万円、２１.４％減）、臨時財政対策債４７７億

８,９００万円（同５６億９,７６０万円、１０.７％減）となって

いる。

また、地方債同意等額に占める資金区分の割合に

ついては、政府資金４３.９％（前年度５２.５％）、公庫

資金１９.７％（同１９.８％）、民間資金等３６.２％（同

２７.６％）となっており、政府資金と公庫資金を合わ

せた公的資金は、全体の６３.７％（同７２.３％）を占め

ている。

全同意等額に占める事業債別の構成比は、上位か

ら①下水道事業債（２９.２％）、②臨時財政対策債

（２３.６％）、③臨時地方道整備事業債（５.５％）、④一

般廃棄物事業債（５.０％）、⑤上水道事業債（４.８％）

となっており、これらの事業債で全体の６８.１％を占

めている。

事業別の対前年度増減額の状況は、増加分としては、

上位から①退職手当債（６９億９,８６０万円、１,５７９.８％

増）、②下水道事業債（５０億８,１００万円、９.４％増）、

③学校教育施設等整備事業債（３９億４,６８０万円、９４.３％

増）となっている。これらの事業債の地方債同意等

額が増加した主な要因としては、それぞれ、①につ

いては団塊の世代の大量定年退職等に伴う退職手当

が増加したこと、②については資本費平準化債の発

事業別の特徴

地方債同意等額
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行が増加したこと、③については学校用地取得事業

の増加などが挙げられる。

一方、減少分としては、①臨時財政対策債（△５６

億９,７６０万円、１０.７％減）、②一般事業債（△５５億

２,４５０万円、４２.３％減）、③病院事業債（△２２億

６,１００万円、５１.６％減）となっている。これらの事

業債の地方債同意等額が減少した主な要因としては、

それぞれ、①については地方財源不足が減少したこ

と、②については平成１８年度より一般事業債のうち

原則として補助事業に係る分が一般補助施設整備等

事業に移し替えられたこと、③については大規模な

施設改修事業が終了したことなどが挙げられる。

府内市町村の銀行等引受債の借入（発行）額をみ

ると、平成１８年度新規発行分は９７５億７８０万円で、前

年度に比べて１４４億３,９８０万円の増、また、そのうち

借換債については２９２億８,０１０万円で、前年度に比べ

て１,８９０万円の減となっている。

府内市町村の借入条件の決定方法は、指定金融機

関からの借入以外に入札制度や見積もり合わせを導

入している団体もあり、その結果として、償還期限

１０年のもので借入条件を比較してみると、最低では

１.３０％、最高では２.９５％と最大では１.６５％の格差が

生じている。

府内市町村の住民参加型市場公募債の新規発行分

は１億円であった。

これは、和泉市において発行されたものであり、

発行条件については、５年満期一括償還で利率は

１.４０％となっている。これは発行月直前の５年もの

国債の平均落札利回りを参考に決定されており、発

行額の内訳を事業別で見てみると一般単独事業債で

５,９２０万円、学校教育施設等整備事業債で４,０８０万円

となっている。

地方債を取り巻く環境は、近年大きな変革期を迎

えている。その一つとして、平成１８年度より地方債

の許可制が廃止され、協議制へ移行したことがある。

協議制の下では、地方債の発行が原則自由化され、

地方公共団体の自主性・自立性の向上が図られた。

一方で、地方債の信用維持、財政健全性の確保等

の観点から、元利償還費または決算収支の赤字が一

定水準以上になった地方公共団体は、引き続き許可

制度が維持されることとなった。元利償還費の水準

を図る指標として、従来の起債制限比率に代わって

新たに導入されたのが実質公債費比率である。

実質公債費比率は、標準財政規模に占める実質的

な公債費の一般財源負担額の割合を示す指標で、こ

の数値が１８％を超えると許可団体となる。平成１８年

度は、全国１,８２７市区町村（政令指定都市除く）のう

ち４０４団体（全体の２２.１％）が１８％を超えることと

なった。なお、府内市町村（政令指定都市除く）に

ついては、４１団体のうち４団体が１８％以上となって

いる。

二つ目として、平成１９年６月２２日に「地方公共団

体の財政の健全化に関する法律」が公布されたこと

が挙げられる。この法律は、財政指標の整備と情報

開示を徹底することなどにより、地方公共団体の財

政健全化を図ることを目的として制定されたもので

ある。このうち地方債に関する事項としては、財政

再生団体となった場合、財政再生計画について総務

大臣の同意を得なければ、災害復旧等政令で定める

場合を除き、すべての地方債の発行が制限されるこ

とが挙げられる。また、財政再生計画について総務

大臣の同意を得ている場合に限り、収支不足額を財

政再生計画の計画期間内に計画的に解消するため、

地方財政法第５条の特例となる地方債（再生振替特

例債）を起こすことができるとされている。

最後に、地方債の資金については、今後も公的資

金の重点化や縮減により、地方債資金の市場化がさ

らに進むことで、各地方公共団体が自己責任に基づ

き自らの信用力で資金を調達することが一層求めら

れよう。

おわりに

公募債の借入（発行状況）

銀行等引受債の借入（発行状況）
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こうした状況のなか、それぞれの地方公共団体に

おいては、行財政改革への取組をさらに推進し、普

通会計だけではなく、公営企業会計の健全化などに

も積極的に取組んでいく必要がある。事業の選択と

集中、計画的な執行等を通じて、新規の地方債発行

を抑制することなどにより、地方債残高の縮減や実

質公債費比率の改善に努めていかなければならない。

さらに、正確でわかりやすい財政情報の開示に努め

る必要がある。

現在、さらなる地方分権に向けての議論が進めら

れており、地方公共団体の自主性・自立性の向上が

図られる一方で、適切な財政運営を確保しつつ、住

民ニーズに応じたサービスを提供するという責務は

より重くなってくるであろう。地方公共団体を取り

巻く環境は、依然として厳しい状況が続いているが、

それぞれの職員が解決すべき課題に積極的に対処し、

一丸となってその解決を図るよう更なる取組に努め

ていただきたい。
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平成１８年度地方債同意等額の前年度比調

※本表は大阪市、堺市、堺市高石市消防組合、南河内清掃施設組合分を除いている。
※構成比については単位未満を四捨五入処理しているため合計と合わないことがある。
※平成１８年度より一般事業のうち幼稚園、高等学校等分及び臨時高等学校整備事業のうち補助事業分は、学校教育施設等整備事業に含む。
※平成１８年度より一般事業のうち原則として補助事業に係る分及び特別転貸債は、一般補助施設整備等事業に含む。
※平成１８年度より地域総合整備資金貸付事業及び旧地域総合整備事業（継続事業分）は、一般事業に含む。
※平成１８年度より駐車場整備事業は、観光その他事業に含む。
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地方債同意等額の推移

※本表は大阪市分を除いている。平成１７、１８年度については堺市、堺市高石市消防組合、南河内清掃施設組合分も除いている。
※平成１４年度より公園緑地事業は、一般事業に含む。
※平成１８年度より一般事業のうち幼稚園、高等学校等分及び臨時高等学校整備事業のうち補助事業分は、学校教育施設等整備事業に
含む。
※平成１８年度より一般事業のうち原則として補助事業に係る分及び特別転貸債は、一般補助施設整備等事業に含む。
※平成１８年度より地域総合整備資金貸付事業及び旧地域総合整備事業（継続事業分）は、一般事業に含む。
※平成１８年度より駐車場整備事業は、観光その他事業に含む。

00自治大阪2007.10月号  07.10.10 5:26 PM  ページ 26



27自治大阪 ／ 2007 － 10

00自治大阪2007.10月号  07.10.10 5:27 PM  ページ 27



28 自治大阪 ／ 2007 － 10

平成１８年度地方債同意等額一覧（事業別）
地方債同意等額一覧

※平成１７年度は、堺市、堺市高石市消防組合、南河内清掃施設組合分を除いている。
※平成１８年度より旧地域総合整備事業（継続事業分）は、一般事業に含む。

00自治大阪2007.10月号  07.10.10 5:27 PM  ページ 28



29自治大阪 ／ 2007 － 10

00自治大阪2007.10月号  07.10.10 5:27 PM  ページ 29



30 自治大阪 ／ 2007 － 10

平成１８年度地方債同意等額一覧（事業別）
地方債同意等額一覧

※平成１７年度は、堺市、堺市高石市消防組合、南河内清掃施設組合分を除いている。
※平成１８年度より旧地域総合整備事業（継続事業分は）、一般事業に含む。

00自治大阪2007.10月号  07.10.10 5:27 PM  ページ 30



31自治大阪 ／ 2007 － 10

00自治大阪2007.10月号  07.10.10 5:27 PM  ページ 31



32 自治大阪 ／ 2007 － 10

00自治大阪2007.10月号  07.10.10 5:27 PM  ページ 32


